
 

 

一 

○
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

改 
 

正 
 

案 
 

 

現 
 
 
 
 

行 
 

（
設
置
許
可
の
申
請
） 

第
二
十
六
条 

法
第
百
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設

備
の
種
別
に
従
い
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
あ
つ
て
は
通
信

系
統
ご
と
に
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
に
あ
つ
て
は
設
備

の
設
置
場
所
（
移
動
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
そ
の
設
備
）
ご
と
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

 

二
～
六 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
六
号
第
１
の
様
式
に
よ
る

申
請
書
に
同
表
第
２
又
は
第
３
の
様
式
に
よ
る
添
付
書
類
及
び
そ
の
添
付
書

類
の
写
し
一
通
を
添
え
て
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
設
置
許
可
の
申
請
） 

第
二
十
六
条 

（
同
上
） 

      

 ２ 

（
同
上
） 

  

３
・
４ 

（
同
上
） 

別
表
第
六
号
 
高
周

波
利
用
設
備
の
許
可
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
様
式
（
第

2
6
条
関
係
）
 

第
１
 
申
請
書
 
 

 
高
周
波
利
用
設
備
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

（
何
）
総
合
通
信
局
長
 
殿
（
注
１
）
 

 

 

申
請
者
（
注
２
）
 

住
 
所
（
法
人
又
は
段
体
に
あ
つ
て
 

は
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
 

の
所
在
地
）
 

別
表
第
六
号
 
高
周

波
利
用
設
備
の
許
可
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
様
式
（
第

2
6
条
関
係
）
 

第
１
 
申
請
書
 

高
周
波
利
用
設
備
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

（
何

）
総

合
通

信
局

長
（

沖
縄

県
の

区
域

に
お

い
て

は
、

沖
縄

総
合

通
信

事

務
所
長
と
す
る
。
）

 
殿
 

 

申
請
者
（
注
１
）
 

住
 
所
（
法
人
又
は
段
体
に
あ
つ
て
 

は
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
 

の
所
在
地
）
 



 

 

二 

氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

  
高

周
波

利
用

設
備

（
 

 
 

）
（

注
３

）
を

設
置

い
た

し
た

い
の

で
、

電
波
法
第

1
0
0
条
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

 
注
１
 
沖
縄
県
の

区
域
に
お
い
て
は
、
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
と
す
る
。
 

２
～
５
 
（
略

）
 

 第
２
 
添
付
書
類
（

設
備
規
則
第

6
0
条
第
２
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
力

線
搬
送
通
信
設
備
の
場
合
を
除
く
。
）
 

（
様
式
略
）
 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

３
 
各
欄
の
記
載
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
 

区
別

 
記

載
す

る
欄
 

備
考
 

１
 
電
力

線

搬
送
通
信

設
備
、
誘

導
式
通
信

設
備
又
は

誘
導
式
読

み
書
き
通

信
設
備

（
以
下
こ

の
様
式
に

お
い
て

「
通
信
設

備
」
と
い

う
。
）
 

⑴
 

新
設

許
可

の
申

請
（

法

第
10

0
条

第

１
項

の
許

可

の
申

請
を

い

う
。

以
下

こ

の
表

に
お

い

て
同

じ
。

）

の
場

合
 

１
の

⑴
，

⑵
，

⑶
，

⑷
，

⑻
，

⑼
，

⑽
，

⑾
（

注

１
）

，
⑿

，
⒁

及
び

⒂
，

３

か
ら

８
ま

で
並

び
に

９
（

注

１
）

 

（
注
１
）

～
（
注

３
）
 

（
略
）
 

（
注
４
）

 
設
備

規
則

第
65

条
第
１

項
第
１
号

及

び
第
３
号

の

場
合
で
あ

つ

て
、
か
つ

、

4
0
0
MH
z
を

超

え
る
周
波

数

で
動
作
す

る

設
備
の
場

合

に
限
る
。

 

（
注
５
）

設
備
規

則
第

6
5
条
第
１

項

第
１
号
の

場

合
で
あ
つ

て
、
か
つ

、

4
0
0
MH

z
を

超

え
る
周
波

数

⑵
 
（

略
）

 
（

略
）

 

２
 
医
療

用

設
備
、
工

業
用
加
熱

設
備
又
は

各
種
設
備
 

⑴
 
新

設
許

可

の
申

請
の

場
合

 

１
の

⑴
，

⑵
，

⑶
，
⑷
，

⑸
，

⑹
，

⑺
，

⑻
，
⑼
，

⑽
，

⑿
，

⒀
，

⒁
，

⒂
，

⒃
，

⒄
，

⒅
（
注
４

）

及
び

⒆
（

注
５

）
並
び
に

２

か
ら

８
ま

で
 

氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

  
高
周
波
利
用
設
備

（
 
 
 
）
（
注
２
）
を
設
置
い
た
し
た
い
の
で
、
電
波

法
第

1
0
0
条
の
規
定

に
よ
り
別
紙
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

 

注
１
～
４
 
（
同
左

）
 

 第
２
 
（
同
左
)
 

 （
同
左
）
 

注
１
・
２
 
（
同

左
）
 

３
 
（
同
左
）

 

区
別

 
記

載
す

る
欄

 
備

考
 

１
 
（
同

左
）
 

⑴
 
（

同
左

）
 

１
の

⑴
，

⑵
，

⑶
，

⑷
，

⑻
，

⑼
，

⑽
，

⑾
（

注

１
）

，
⑿

，
⒁

及
び

⒂
並

び

に
３

か
ら

９
ま

で
 （

注

１
）

 

（
注

１
）

～
（

注
３

）
 

（
略

）
 

  

⑵
 

（
同

左
）

 
（

同
左

）
 

２
 
（
同

左
）
 

⑴
 
（

同
左

）
 

１
の

⑴
，

⑵
，

⑶
，

⑷
，

⑸
，

⑹
，

⑺
，

⑻
，

⑼
，

⑽
，

⑿
，

⒀
，

⒁
，

⒂
，

⒃
，

⒄
，

⒅
及

び
⒆

並

び
に

２
か

ら
８

ま
で
 



 

 

三 

⑵
 

変
更

の
許

可
の

申
請

又
は

届
出

の
場

合
 

１
の

⑴
（

注
２

）
，
⑵
（

注

２
）

，
⑶

（
注

２
）
，
⑷

（
注

２
）

，
⑸

（
注
２
）

，

⑹
（

注
２

）
，

⑺
（
注

２
）

，
⑻

（
注

２
）

，
⑼

（
注

２
）

，
⑽

（
注

２
）

，
⑿

（
注

２
）
，
⒀

（
注

２
）

，
⒁

（
注
２
）

，

⒂
（

注
２

）
，

⒃
（
注

２
）

，
⒄

（
注

２
）
，
⒅

（
注

２
）

及
び

（
注
４
）

並

び
に

⒆
（

注
２

）
及
び
（

注

５
）

，
２

（
注

２
）
，
３

，

４
，

５
，

６
（

注
３
）
，

７

（
注

３
）

，
８

（
注
３
）

，

1
0
並

び
に

11 

で
動
作
す

る

設
備
の
場

合

に
限
る
。

 

 
 
４
～
1
0
 
（
略

）
 

1
1
 
１
の
⑹
の

欄
は
、
高
周
波
発
生
装
置
の

筐
E

き
ょ
う

A体
内
に
収
め
ら
れ
て
い

る
電
源
ろ
波

器
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
２

以
上
の
装
置

を
有
す
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
（
略
）
 

1
2
・
1
3
 
（
略
）
 

1
4
 
１
の
⑿
の

欄
は
、
送
信
装
置
又
は
高
周
波
発
生
装
置
の
筐
体
外
に
設

け
ら
れ
る
電

源
ろ
波
器
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
２
以
上

の
装
置
に
共
用
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ

と
。
 

 
（
略
）
 

1
5
～
3
2
 
（
略
）
 

第
３
 
添
付
書
類
（

設
備
規
則
第

6
0
条
第
２
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
力

線
搬
送
通
信
設
備
の
場
合
に
限
る
。
）
 

 長辺
 

 
  

 

高
周
波
利

用
設

備
 申

請
書

 

届
 

書
 
（

注
１

）
の

添
付

書
類

 
※

整
理

番
号

 
 

 
 

（
 
 
設

備
分

）
（

注
２

）
 

 

⑵
 

（
同

左
）

 
１

の
⑴

（
注

２
）

，
⑵

（
注

２
）

，
⑶

（
注

２
）

，
⑷

（
注

２
）

，
⑸

（
注

２
）

，

⑹
（

注
２

）
，

⑺
（

注

２
）

，
⑻

（
注

２
）

，
⑼

（
注

２
）

，
⑽

（
注

２
）

，

⑿
（

注
２

）
，

⒀
（

注

２
）

，
⒁

（
注

２
）

，
⒂

（
注

２
）

，
⒃

（
注

２
）

，

⒄
（

注
２

）
，

⒅
（

注
２

）

及
び
⒆

（
注

２
）

，
２

（
注

２
）

，
３

，
４

，
５

，
６

（
注

３
）

，
７

（
注

３
）

，

８
（
注

３
）

，
10

並
び

に

1
1 

 
４
～
1
0
 
（
同

左
）
 

 

1
1
 
１
の
⑹
の

欄
は
、
高
周
波
発
生
装
置
の
き
ょ
う
体
内
に
収
め
ら
れ
て

い
る
電
源
ろ

波
器
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

２
以
上
の
装

置
を
有
す
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
（
同
左
）
 

1
2
・
1
3
 
（
同
左
）
 

1
4
 
１
の
⑿
の

欄
は
、
送
信
装
置
又
は
高
周
波
発
生
装
置
の
き
ょ
う
体
外

に
設
け
ら
れ

る
電
源
ろ
波
器
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
２

以
上
の
装
置
に
共
用
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す

る
こ
と
。
 

 
（
同
左
）
 

1
5
～
3
2
 
（
同

左
）
 

第
３
 
（
同
左
）
 

 

 長辺
   

 
 

高
周
波
利

用
設

備
 申

請
書

 

届
書

 （
注

１
）

の
添

付
書

類
 

※
整

理

番
号

  
 

 
 

（
 
 
設

備
分

）
（

注
２

）
 

 



 

 

四 

 
 

（
設
備
の

別
）
 

⑴
 

使
用

周

波
数

 

⑵
 

製
造

者

名
 

⑶
 
型
式

又

は
名
称
 

⑷
 
製
造

番

号
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１ 工事設計 

⑸
 
設
備

の
区

分
 

⑹
 

電
力

線
へ
の

伝
導

妨
害

波
の

電
流
 

⑺
 
電
力

線
へ
の

伝
導

妨
害
波
の

電
圧
 

 

□
 
施

行
規

則
第

4
4

条
第
２

項
第

２
号

の

⑴
に
規

定
す

る
設

備
 

□
 
施
行

規
則

第
4
4

条
第
２

項
第

２
号

の

⑵
に
規

定
す

る
設

備
 

 
 

 
 

⑻
 
通
信

線
又

は
そ

れ

に
相
当

す
る

部
分

へ

の
伝
導

妨
害

波
の

電

流
 

⑼
 

放
射

妨
害
波

の
電

界
強

度
 

⑽
 
他
の

広
帯
域

電
力

線
搬
送
通

信
設
備

（
同
一
の

者
が
占

有

す
る
連
続

し
た
敷

地

内
に
設
置

さ
れ
た

も

の
を
除
く

。
）
と

の

通
信

 

 
 

 
 

 
□
 

有
 
 
□

 
無

 

⑾
 
屋
外

の
電

力
線

（
コ
ン

セ
ン

ト
に

直

接
接
続

さ
れ

る
電

力

線
及
び

こ
の

電
力

線

の
状
態

と
同

様
の

電

力
線
を

除
く

。
）

の

使
用

 

⑿
 

電
力

線
の

片
線
の

接
地

 

⒀
 
電
力

線
等
へ

の
分

岐
線
の
直

列
接
続

又

は
電
力
線

等
の
片

線

の
み
へ
の

ス
イ
ッ

チ

若
し
く
は

負
荷
の

接

続
 

□
 
有
 

 
□

 
無

 
□

 
有

 
 
□
 

無
 

□
 
有
 

 
□
 

無
 

⒁
 
そ
の

他
の

工
事

設
計

 

 

２
 
参
考

事
項
 

 
 

ふ
り
が

な
 

 
 

 
 

（
設
備
の

別
）
 

⑴
 

使
用

周

波
数
 

⑵
 

製
造

者

名
 

⑶
 

型
式

又

は
名

称
 

⑷
 

製
造

番

号
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１ 工事設計 

⑸
 
設
備

の
区

分
 

⑹
 

電
力

線
へ

の
伝

導

妨
害

波
の

電
流

 

⑺
 

電
力

線
へ

の
伝

導

妨
害

波
の

電
圧

 

 

 
 

 

 
 

 
 

⑻
 
通
信

線
又

は
そ

れ

に
相
当
す

る
部

分
へ

の
伝
導
妨

害
波

の
電

流
 

⑼
 

放
射

妨
害

波
の

電

界
強

度
 

⑽
 

そ
の

他
の

工
事

設

計
 

 
 

 
 

 

２
 
参
考

事
項

 
 

 

ふ
り
が
な

 
 

 

３
 
氏
名

又
は

名
称

 
 

 

ふ
り
が
な

 
 

 

４
 
住
所
 

 
 

ふ
り
が
な

 
 

 

５
 
設
置

場
所

 
 

 

６
 
許
可

の
番

号
 

 
 

７
 

許
可

の
年

月
日

 
 

 

※
 
備
 

 
 
考

 
 

 

 
 

    



 

 

五 

３
 
氏
名

又
は

名
称

 
 

 

ふ
り
が

な
 

 
 

４
 
住
所
 

 
 

ふ
り
が

な
 

 
 

５
 
設
置

場
所

 
 

 

６
 
許
可

の
番

号
 

 
 

７
 
許
可

の
年
月

日
 

 
 

※
 
備
 

 
 

考
 

 
 

 
 

注
１
～
５
 
（
略
）

 

６
 
１
の
⑸
か
ら

⑼
ま
で
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

⑴
 
１
の
⑸
の

欄
は
、
申
請
に
係
る
設
備
に
関
し
て
、
施
行
規
則
第

4
4
条

第
２
項
第
２

号
の
⑴
に
規
定
す
る
設
備
又
は
同
号
の
⑵
に
規
定
す
る
設

備
の
場
合
は

、
該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。
 

 ⑵
～
⑹
 
（

略
）
 

７
 
１
の
⑽
か
ら

⒀
ま
で
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋

内
広
帯
域
電
力

線
搬
送
通
信
設
備
（
施
行
規
則
第

4
4
条
第
２
項
第
２
号
の

⑴
に
規
定
す
る

屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
を
い
う
。
）
の
場
合

は
記
載
を
要
し

な
い
。
 

⑴
 

１
の

⑽
の

欄
の

□
に

は
、

申
請

に
係

る
設

備
と

他
の

広
帯

域
電

力
線

搬
送

通
信

設
備

（
同

一
の

者
が

占
有

す
る

連
続

し
た

敷
地

内
に

設
置

さ

れ
た

も
の

を
除

く
。

）
と

の
通

信
の

有
無

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
事

項

に
レ
印
を
付

け
る
こ
と
。
 

⑵
 

１
の

⑾
の

欄
の

□
に

は
、

申
請

に
係

る
設

備
に

お
い

て
使

用
さ

れ
る

屋
外
の
電
力

線
（
施
行
規
則
第

4
4
条
第
２
項
第
２
号
の
⑵
に
規
定
す
る

コ
ン

セ
ン

ト
に

直
接

接
続

さ
れ

る
電

力
線

及
び

こ
の

電
力

線
の

状
態

と

同
様

の
電

力
線

（
屋

内
電

気
配

線
と

直
接

に
電

気
的

に
接

続
さ

れ
た

も

の
に

限
る

。
）

を
除

く
。

）
の

有
無

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
事

項
に

レ

印
を
付
け
る

こ
と
。
 

⑶
 

１
の

⑿
の

欄
の

□
に

は
、

申
請

に
係

る
設

備
に

お
い

て
使

用
さ

れ
る

    

      注
１
～
５
 
（
同
左

）
 

６
 
１
の
⑸
か
ら

⑼
ま
で
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

⑴
 
１
の
⑸
の

欄
は
、
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
施
行
規
則

第
4
4
条
第
２

項
第
２
号
の
⑴
に
規
定
す
る
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通

信
設
備
を
い

う
。
）
の
場
合
は
「
屋
内
広
帯
域
」
と
、
そ
れ
以
外
の
場

合
は
「
一
般

広
帯
域
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

⑵
～
⑹
 
（
同

左
）
 

               



 

 

六 

電
力

線
の

状
態

に
関

し
て

、
片

線
の

接
地

の
有

無
に

つ
い

て
、

該
当

す

る
事
項
に
レ

印
を
付
け
る
こ
と
。
 

⑷
 

１
の

⒀
の

欄
の

□
に

は
、

申
請

に
係

る
設

備
に

お
い

て
使

用
さ

れ
る

屋
外

の
電

力
線

又
は

そ
の

分
岐

線
の

状
態

に
関

し
て

、
屋

外
の

電
力

線

若
し

く
は

そ
の

分
岐

線
に

他
の

分
岐

線
が

直
列

に
接

続
さ

れ
て

い
る

状

態
又

は
屋

外
の

電
力

線
の

片
線

若
し

く
は

そ
の

分
岐

線
の

片
線

の
み

に

ス
イ

ッ
チ

若
し

く
は

負
荷

が
接

続
さ

れ
て

い
る

状
態

の
有

無
に

つ
い

て
、
該
当
す

る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。
 

８
 
１
の
⒁
の
欄

は
、
１
の
⑴
か
ら
⒀
ま
で
の
欄
の
記
載
事
項
以
外
の
工
事

設
計
に
つ
い
て

、
「
電
波
法
第

1
0
0
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
2
8
条
、
第

3
0
条
及
び
第

3
8
条
に
規
定
す
る
条
件
に
合
致
し
て
い

る
。
」
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

９
～
1
3
 
（
略
）
 

1
4
 
変
更
の
許
可

の
申
請
又
は
届
出
の
場
合
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
い
ず
れ
も
変

更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
を
記
載
す

る
ほ
か
、
変
更

後
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
（
１
の
⑴
か
ら
⒀
ま
で
に
変

更
が
あ
つ
た
場

合
は
、
１
の
⒁
の
欄
も
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
 

1
5
・
1
6
 
（
略
）
 

  

      

７
 
１
の
⑽
の
欄

は
、
１
の
⑴
か
ら
⑼
ま
で
の
欄
の
記
載
事
項
以
外
の
工
事

設
計
に
つ
い
て

、
「
電
波
法
第

1
0
0
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
2
8
条
、
第

3
0
条
及
び
第

3
8
条
に
規
定
す
る
条
件
に
合
致
し
て
い

る
。
」
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

８
～
1
2
 
（
同
左
）
 

1
3
 
変
更
の
許
可

の
申
請
又
は
届
出
の
場
合
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
い
ず
れ
も
変

更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
を
記
載
す

る
ほ
か
、
変
更

後
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
（
１
の
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
変

更
が
あ
つ
た
場

合
は
、
１
の
⑽
の
欄
も
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
 

1
4
・
1
5
 
（
同
左

）
 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


